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児童館の概要
〇児童福祉法第４０条

児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康
を増進し、又情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。

〇相模原市立児童館

設置根拠 相模原市立児童館条例

施設数 ２３館

開設時間 平日 １３時から１７時まで

土・日曜、夏休み等 ９時から１７時まで

休館日 年末年始

職員 館長、支援員（有資格者）、補助員

※会計年度任用職員
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青葉児童館の概要①

3

• 所在地 中央区並木３－１８－１６

• 設置年度 昭和５０年４月１日

• 敷地面積 ４８２．０５㎡

• 延床面積 ２５３．４５㎡

令和６年度青葉児童館利用実績

専用
利用

一般来館
者合計

大人高校生中学生小学校幼児

1292人3702人837人34人672人2043人116人延人数

3.7人10.5人2.4人0.1人1.9人5.8人0.3人1日平均

31.6人24.3人4.0人0.2人2.1人15.9人2.1人全児童館
の平均



青葉児童館の概要②
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